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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　接合作業温度で溶融しない第１の融点温度を有する可融性金属からなる少なくとも単層
の高融点ベース材と、接合作業温度で溶融可能な第２の融点温度を有する可融性金属から
なる少なくとも単層の低融点被覆材とを積層した複合金属材を用いた保護素子用ヒューズ
素子であって、前記低融点被覆材は保護素子との接合部分に対向した前記高融点ベース材
の表面全体を被覆し、接合前における前記複合金属材の板厚に対して前記低融点被覆材の
厚みが１％以上２０％以下の前記複合材からなることを特徴とする保護素子用ヒューズ素
子。
【請求項２】
　前記複合金属材は、１８３℃以上２８０℃未満の接合作業温度において溶融しない可融
性金属からなる前記高融点ベース材の表面に、該接合作業温度において溶融可能な可融性
金属からなる前記低融点被覆材を設けたことを特徴とする請求項１に記載の保護素子用ヒ
ューズ素子。
【請求項３】
　前記複合金属材は、積層面に予め接合フラックスを内蔵させたことを特徴とする請求項
１または請求項２に記載の保護素子用ヒューズ素子。
【請求項４】
　前記高融点ベース材は、２０Ｓｎ－８０Ａｕ合金、５５Ｓｎ－４５Ｓｂ合金、Ｐｂを８
０質量％以上含有したＰｂ－Ｓｎ合金の群から選択された少なくとも１つの可融性金属を
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用いたことを特徴とする請求項１ないし請求項３の何れか１つに記載の保護素子用ヒュー
ズ素子。
【請求項５】
　前記低融点被覆材は、Ｓｎ－Ａｇ合金、Ｓｎ－Ｂｉ合金、Ｓｎ－Ｃｕ合金、Ｓｎ－Ｚｎ
合金、Ｓｎ－Ｓｂ合金、Ｓｎ－Ａｇ－Ｂｉ合金、Ｓｎ－Ａｇ－Ｃｕ合金、Ｓｎ－Ａｇ－Ｉ
ｎ合金、Ｓｎ－Ｚｎ－Ａｌ合金、Ｓｎ－Ｚｎ－Ｂｉ合金または前記Ｓｎ基合金にＡｕ、Ｎ
ｉ、Ｇｅ、Ｇａをさらに添加した合金の群から選択された少なくとも１つの可融性金属を
用いたことを特徴とする請求項１ないし請求項４の何れか１つに記載の保護素子用ヒュー
ズ素子。
【請求項６】
　絶縁基板と、前記絶縁基板の表面に設けた複数のパターン電極と、このパターン電極に
電気接続したヒューズ素子と、このヒューズ素子の上部を覆ったキャップ状蓋体とを備え
、前記ヒューズ素子は、接合作業温度において溶融しない第１の融点温度を有する可融性
金属からなる少なくとも１つの高融点ベース材と、前記接合作業温度において溶融可能な
第２の融点温度を有する可融性金属からなる少なくとも１つの低融点被覆材とを積層して
成る複合金属材を用いた回路保護素子であって、前記低融点被覆材は前記パターン電極と
の接合部分に対向した前記高融点ベース材の表面全体を被覆し、接合前における前記複合
金属材の板厚に対して前記低融点被覆材の厚みが１％以上２０％以下の前記複合金属材か
らなることを特徴とする回路保護素子。
【請求項７】
　前記絶縁基板は、さらに抵抗発熱素子を設けたことを特徴とする請求項６に記載の回路
保護素子。
【請求項８】
　前記高融点ベース材は、２０Ｓｎ－８０Ａｕ合金、５５Ｓｎ－４５Ｓｂ合金、Ｐｂを８
０質量％以上含有したＰｂ－Ｓｎ合金の群から選択された少なくとも１つの可融性金属を
用いたことを特徴とする請求項６または請求項７に記載の回路保護素子。
【請求項９】
　前記低融点被覆材は、Ｓｎ－Ａｇ合金、Ｓｎ－Ｂｉ合金、Ｓｎ－Ｃｕ合金、Ｓｎ－Ｚｎ
合金、Ｓｎ－Ｓｂ合金、Ｓｎ－Ａｇ－Ｂｉ合金、Ｓｎ－Ａｇ－Ｃｕ合金、Ｓｎ－Ａｇ－Ｉ
ｎ合金、Ｓｎ－Ｚｎ－Ａｌ合金、Ｓｎ－Ｚｎ－Ｂｉ合金または前記Ｓｎ基合金にＡｕ、Ｎ
ｉ、Ｇｅ、Ｇａをさらに添加した合金の群から選択された少なくとも１つの可融性金属を
用いたことを特徴とする請求項６ないし請求項８の何れか１つに記載の回路保護素子。
【請求項１０】
　接合作業温度で溶融しない第１の融点温度を有する可融性金属からなる少なくとも１つ
の高融点ベース材と接合作業温度で溶融可能な第２の融点温度を有する可融性金属からな
る少なくとも１つの低融点被覆材とを積層して成る複合金属材を用いたヒューズ素子およ
びパターン電極を有する絶縁基板を準備する準備工程、前記絶縁基板に接合フラックスを
塗布する接合フラックス塗布工程、その後前記絶縁基板の前記パターン電極と前記ヒュー
ズ素子の前記低融点被覆材とを互いに接触させて前記絶縁基板に載置するマウント工程、
前記ヒューズ素子を載置した前記絶縁基板を１８３℃以上２８０℃未満の接合作業温度で
前記低融点被覆材を溶融させてパターン電極に一括接合させる接合工程、接合した前記ヒ
ューズ素子に動作用の溶断フラックスを塗布する溶断フラックス塗布工程、前記溶断フラ
ックスを塗布した前記絶縁基板上の前記ヒューズ素子をキャップ状蓋体で覆ってパッケー
ジングするパッケージング工程により組み立てられた回路保護素子の製造方法であって、
前記低融点被覆材は前期パターン電極との接合部分に対向した前記高融点ベース材の表面
全体を被覆し、接合前における前記複合金属材の板厚に対して前記低融点被覆材の厚みが
１％以上２０％以下になるように前記複合金属材を成形したことを特徴とする回路保護素
子の製造方法。
【請求項１１】
　前記接合工程において前記パターン電極と前記ヒューズ素子の金属材表面の酸化膜等を
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除去し接合表面を活性化する水素還元炉または蟻酸還元炉による活性化手段を用いたこと
により、前記接合フラックス塗布工程を省略したことを特徴とする請求項１０に記載の回
路保護素子の製造方法。
【請求項１２】
　積層面に予め接合フラックスを内蔵させた前記ヒューズ素子を用いたことにより、前記
接合フラックス塗布工程を省略したことを特徴とする請求項１０に記載の回路保護素子の
製造方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、複合金属材からなる保護素子用ヒューズ素子およびそれを利用した電気・電
子機器の回路保護素子に関する。
【背景技術】
【０００２】
　近年、モバイル機器など小型電子機器の急速な普及に伴い、搭載する電源の保護回路に
実装される保護素子も小型薄型のものが使用されている。例えば、二次電池パックの保護
回路には、表面実装部品（ＳＭＤ）のチップ保護素子が好適に利用される。これらチップ
保護素子には、被保護機器の過電流により生ずる過大発熱を検知し、または周囲温度の異
常過熱に感応して、所定条件でヒューズを作動させ電気回路を遮断する非復帰型保護素子
がある。該保護素子は、機器の安全を図るために、保護回路が機器に生ずる異常を検知す
ると信号電流により抵抗素子を発熱させ、その発熱で可融性の合金材からなるヒューズ素
子（ヒューズエレメントとも言う）を溶断させて回路を遮断するか、あるいは過電流によ
ってヒューズ素子を溶断させて回路を遮断できる。例えば、特許文献１および特許文献２
には、異常時に発熱する抵抗素子をセラミックス基板などの絶縁基板上に設けた保護素子
と、この保護素子を利用してＬｉイオン二次電池の過充電モードで電極表面に生成したデ
ンドライトによる性能劣化などに起因する発火事故を防止する保護装置が開示されている
。
【０００３】
　従来、上述したチップ保護素子のヒューズ素子を構成する可融性合金材は、セラミック
ス基板など絶縁基板の上に形成したパターン電極にレーザー溶接などの接合手段により取
り付けられていた。レーザー溶接は、個片のヒューズ素子をパターン電極に確実に接合す
るために適した工法ではあるが、高価なレーザー溶接機を必要とし、個々の接合箇所にレ
ーザーを局部照射しながら作業するため、複数のヒューズ素子を一括接合することができ
ず、作業時間を要し必ずしも生産効率の高い方法ではなかった。また、特に平板状のヒュ
ーズ素子を絶縁基板のパターン電極と接合する場合には、レーザー照射熱によってヒュー
ズ素子全体が溶融してしまわないようにヒューズ素子の周縁部にレーザーをポイント照射
する必要があり、ヒューズ素子板の中央部分はパターン電極が在ってもこれを接合に利用
することが難しい。このためヒューズ素子とパターン電極との接触面全面を接合面とする
ことができず、電気抵抗や接続強度の観点から最適とは言えない。
【０００４】
　さらに、保護素子のヒューズ素子や基板電極を含む基板などの接合部品の小型化・薄型
化の進展に伴い、より薄板のヒューズ素子を用いた場合には、レーザー熱によって溶接後
のヒューズ素子が過熱変形したり、レーザー照射部位が過度に盛り上がって局部的に厚く
なったりしてエレメント取付の出来ばえが悪くなる欠点があった。このため後工程で基板
上のヒューズエレメントをキャップ状蓋体で覆って被覆する際、ヒューズ素子の変形が著
しい場合には、キャップ状蓋体を絶縁基板に水平に取り付けることができなかったり、所
定の取り付け位置からずれたりして蓋体の載置作業が妨げられ組立不良の原因となるなど
好ましくない。
【先行技術文献】
【特許文献】
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【０００５】
　　　特許文献１：特開２００８－１１２７３５号公報
　　　特許文献２：特開２０１１－０３４７５５号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００６】
　したがって、本発明の目的は、上述の問題点を解消するために提案されたものであり、
生産効率を向上でき、保護素子のヒューズ素子やパターン電極を含む基板など接合部品の
小型薄型化に対応可能な複合金属材からなる保護素子用ヒューズ素子およびそれを利用し
た電気・電子機器の回路保護素子を提供することを目的とする。
【課題を解決するための手段】
【０００７】
　本発明によると、接合作業温度で溶融しない第１の融点温度を有する可融性金属からな
る少なくとも単層の高融点ベース材と、接合作業温度で溶融可能な第２の融点温度を有す
る可融性金属からなる少なくとも単層の低融点被覆材とを積層した複合金属材を用いたこ
とを特徴とする保護素子用ヒューズ素子が提供される。前記ヒューズ素子は、接合作業温
度で溶融しない第１の融点温度を有する可融性金属からなる平板状または棒状の高融点ベ
ース材の表面に、接合作業温度で溶融可能な第２の融点温度を有する可融性金属からなる
低融点被覆材を設けた複合金属材であり、高融点ベース材が平板状の場合は、ベース材板
面の少なくとも片側に低融点被覆材を設け、高融点ベース材が棒状の場合は、ベース材の
周壁面に低融点被覆材を設ける。
【０００８】
　本発明の別の観点よると、上記様態のヒューズ素子を利用した回路保護素子が提供され
る。本発明に係る回路保護素子は、前記ヒューズ素子とパターン電極を有する絶縁基板と
を準備する準備工程、絶縁基板に接合フラックスを塗布する接合フラックス塗布工程、接
合フラックスを塗布した絶縁基板のパターン電極とヒューズ素子の低融点被覆材とを互い
に接触させて絶縁基板に載置するマウント工程、ヒューズ素子を載置した絶縁基板を１８
３℃以上２８０℃未満の接合作業温度で低融点被覆材を溶融させてパターン電極に一括接
合させる接合工程、接合したヒューズ素子に動作用の溶断フラックスを塗布する溶断フラ
ックス塗布工程、溶断フラックスを塗布した絶縁基板上のヒューズ素子をキャップ状蓋体
で覆ってパッケージングするパッケージング工程により組み立てられたことを特徴とする
。すなわち、本発明に係る保護素子用ヒューズ素子は、絶縁基板の表面に設けたパターン
電極に接合され、回路保護素子のヒューズエレメントとして使用される。該ヒューズ素子
は、予め接合フラックスを塗布した絶縁基板のパターン電極とヒューズ素子の低融点被覆
材とを互いに接触させて絶縁基板に載置され、前述の接合作業温度で低融点被覆材を溶融
させることによりパターン電極に一括接合される。溶融した低融点被覆材は高融点ベース
材とパターン電極とを接合させる。高融点ベース材は、接合作業温度で溶融しないので形
状を保ったままパターン電極に固着され、所定の動作温度を損なうことなく所定条件で溶
断するヒューズエレメントとなる。その後、固着したヒューズ素子に溶断フラックスを塗
布し、基板上のヒューズ素子をキャップ状蓋体で覆ってパッケージングされて回路保護素
子を形成する。
【０００９】
　本発明に係る回路保護素子は、絶縁基板と、該絶縁基板の表面に設けた複数のパターン
電極と、このパターン電極に電気接続したヒューズ素子とを備え、ヒューズ素子は、接合
作業温度で溶融しない第１の融点温度を有する可融性金属からなる少なくとも１つの高融
点ベース材と、接合作業温度で溶融可能な第２の融点温度を有する可融性金属からなる少
なくとも１つの低融点被覆材とを積層して成る複合金属材を用いたことを特徴とする保護
素子が提供される。該保護素子の絶縁基板には必要に応じて抵抗発熱素子を設けてもよい
。
【発明の効果】
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【００１０】
　本発明のヒューズ素子を用いることで、多数のヒューズ素子をリフロー工法により赤外
線方式、熱風方式、ＶＰＳ（ベーパーフェーズソルダリング）方式を含む各種リフロー炉
、高温バッチ炉、温風ヒータ、ホットプレートなどを用いて一括接合することができ、生
産効率を高めてより経済的に回路保護素子を生産することが可能となる。同時にヒューズ
素子とパターン電極との接触面全面を接合できるので、接合面（接合代）をより広く取る
ことができ、接合面積を広くして電気抵抗を低減するとともに接合強度を向上する。
【図面の簡単な説明】
【００１１】
【図１】本発明に係る保護素子用ヒューズ素子を表し、（ａ）は単層の高融点ベース材と
単層の低融点被覆材とを積層した平板状ヒューズ素子１０を示し、（ｂ）は高融点ベース
材の上下面に低融点被覆材を積層した三層複合金属材からなる平板状ヒューズ素子２０を
示し、（ｃ）は高融点ベース材からなる芯材の表面を単層の低融点被覆材で被覆した棒状
ヒューズ素子３０を示す。
【図２】本発明に係る回路保護素子の部品部材を分解した斜視図を示す。
【図３】本発明の実施例１の回路保護素子１０であり、（ａ）は（ｂ）のｄ－ｄ線に沿っ
てキャップ状蓋体を切断した平面図を示し、（ｂ）は（ａ）のＤ－Ｄ線に沿った断面図を
示し、（ｃ）はその下面図を示す。
【図４】本発明の実施例２の回路保護素子２０であり、（ａ）は（ｂ）のｄ－ｄ線に沿っ
てキャップ状蓋体を切断した平面図を示し、（ｂ）は（ａ）のＤ－Ｄ線に沿った断面図を
示し、（ｃ）はその下面図を示す。
【発明を実施するための形態】
【００１２】
　本発明に係る保護素子用ヒューズ素子は、図１に示すように、接合作業温度で溶融しな
い第１の融点温度を有する可融性金属からなる少なくとも単層の高融点ベース材１１と、
接合作業温度で溶融可能な第２の融点温度を有する可融性金属からなる少なくとも単層の
低融点被覆材１２とを積層した複合金属材を用いたことを特徴としている。この保護素子
用ヒューズ素子には、高融点ベース材１１として１８３℃以上２８０℃未満の接合作業温
度において溶融しない可融性金属、例えば２０Ｓｎ－８０Ａｕ合金、５５Ｓｎ－４５Ｓｂ
合金、Ｐｂを８０質量％以上含有したＰｂ－Ｓｎ合金などの合金材が好適に利用できる。
そして平板状または棒状の前記高融点ベース材１１の表面に、該接合作業温度において溶
融可能な可融性金属、例えばＳｎ－Ａｇ合金、Ｓｎ－Ｂｉ合金、Ｓｎ－Ｃｕ合金、Ｓｎ－
Ｚｎ合金、Ｓｎ－Ｓｂ合金、Ｓｎ－Ａｇ－Ｂｉ合金、Ｓｎ－Ａｇ－Ｃｕ合金、Ｓｎ－Ａｇ
－Ｉｎ合金、Ｓｎ－Ｚｎ－Ａｌ合金、Ｓｎ－Ｚｎ－Ｂｉ合金または前記Ｓｎ基合金にＡｕ
、Ｎｉ、Ｇｅ、Ｇａをさらに添加した合金材などの低融点被覆材１２を固着した複合金属
材によって本発明に係る保護素子用ヒューズ素子を構成する。高融点ベース材１１が平板
状の場合は、該ベース材板面の少なくとも片側に低融点被覆材１２を層状に設け、高融点
ベース材１１が棒状の場合は、該ベース材の外周面に低融点被覆材１２を設ける。なお、
上述の高融点ベース材１１の表面に低融点被覆材１２を設ける手段は、特に限定されず高
融点ベース材１１に低融点被覆材１２を固着できればよい。例えば、低融点被覆材１２は
クラッド、めっき、溶融コート、圧着、ロジンなどの可融性樹脂による接着などの手段で
高融点ベース材１１の表面に固着できる。また、本発明に係る保護素子用ヒューズ素子は
、積層面に予め接合フラックスを内蔵させた複合金属材としてもよい。
【００１３】
　さらに、上述した本発明に係る保護素子用ヒューズ素子は、図２に示すように、耐熱性
の絶縁基板２３の表面に設けた導電性部材からなるパターン電極２４に溶融接合され回路
保護素子のヒューズエレメント２５として使用される。本発明に係る保護素子用ヒューズ
素子がヒューズエレメントとして正常に機能するためには、接合前におけるヒューズ素子
２５の総厚または直径に対して低融点被覆材２２の厚みが１％以上２０％以下になるよう
にヒューズ素子２５を成形しておく必要があり、より好適には前記厚みが５％以上１５％
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以下になるようにヒューズ素子２５を成形しておくとよい。さらにヒューズ素子２５を搭
載する回路保護素子の小型化・薄型化の観点から、接合前におけるヒューズ素子２５の総
厚または直径は６４μｍ以上３００μｍ以下とするのが望ましく、より好適には前記総厚
または直径が８５μｍ以上１１５μｍ以下となるようにヒューズ素子２５を成形しておく
とよい。例えば、接合前におけるヒューズ素子２５の板厚が総厚１００μｍの場合には、
低融点被覆材２２の合計の厚さが５μｍ～１５μｍの範囲となるように形成しておくのが
好ましい。前記厚みが２０％を超えると、ヒューズエレメント２５を構成する高融点ベー
ス材２１の溶融温度や内部抵抗値などが変動したり、過剰に残留した低融点接合層や電極
食われ現象によってヒューズエレメント２５が接合剥離したりして回路保護素子の信頼性
に悪影響をおよぼす。また、前記厚みが１％未満であると、高融点ベース材２１をパター
ン電極２４に充分に接合することができない。
【００１４】
　本発明に係る回路保護素子は、接合作業温度で溶融しない第１の融点温度を有する可融
性金属からなる少なくとも１つの高融点ベース材と接合作業温度で溶融可能な第２の融点
温度を有する可融性金属からなる少なくとも１つの低融点被覆材とを積層して成る複合金
属材を用いたヒューズ素子およびパターン電極を有する絶縁基板を準備する準備工程、絶
縁基板に接合フラックスを塗布する接合フラックス塗布工程、接合フラックスを塗布した
絶縁基板のパターン電極とヒューズ素子の低融点被覆材とを互いに接触させて絶縁基板に
載置するマウント工程、ヒューズ素子を載置した絶縁基板を１８３℃以上２８０℃未満の
接合作業温度で低融点被覆材を溶融させてパターン電極に一括接合させる接合工程、接合
したヒューズ素子に動作用の溶断フラックスを塗布する溶断フラックス塗布工程、溶断フ
ラックスを塗布した絶縁基板上のヒューズ素子をキャップ状蓋体で覆ってパッケージング
するパッケージング工程により組み立てられる。例えば、該ヒューズ素子２５は、予め接
合フラックスを塗布した絶縁基板のパターン電極２４とヒューズ素子２５の低融点被覆材
２２とを互いに接触させて絶縁基板２３に載置され、１８３℃以上２８０℃未満の温度プ
ロファイルに設定されたリフロー炉に通し低融点被覆材２２を溶融させることによりパタ
ーン電極２４に一括接合される。溶融した低融点被覆材２２は、高融点ベース材２１およ
びパターン電極２４に相互拡散され高融点ベース材２１とパターン電極２４とを接合させ
る。高融点ベース材２１は、リフロー温度で溶融しないので形状を保ったままパターン電
極２４に接合される。その後、接合したヒューズ素子２５に動作用の溶断フラックスを塗
布し、絶縁基板上のヒューズ素子２５をキャップ状蓋体２６で覆ってパッケージングし回
路保護素子とする。
【００１５】
　前記接合工程に適用される加熱手段は特に限定されず、絶縁基板に載置したヒューズ素
子を前記作業温度に一括加熱できれば、どのような方法、装置を用いても差し支えない。
例えば、高温バッチ炉を用いた加熱、ホットプレートを用いた加熱、リフロー炉を用いた
加熱などが好適に利用できる。また、前記接合フラックス塗布工程は、接合工程の加熱下
においてパターン電極とヒューズ素子の金属材表面の酸化膜等を除去し接合表面を活性化
する目的で予め接合フラックスを塗布するもので、パターン電極とヒューズ素子の金属材
表面を活性化できるのであれば、他の活性化手段を代替使用でき、接合フラックス塗布工
程を省略または代替することができる。例えば、水素還元炉、蟻酸還元炉など活性化ガス
を用いたリフロー炉を用いる場合には、接合フラックス塗布工程を省略しても差し支えな
い。また、ヒューズ素子の積層面に予め接合フラックスを内蔵させた場合も、接合フラッ
クス塗布工程を省略して差し支えない。
【００１６】
　本発明に係る保護素子は、前記保護素子用ヒューズ素子を利用した保護素子であり、図
２に示すように、絶縁基板２３と、該絶縁基板２３の表面に設けた複数のパターン電極２
４と、このパターン電極２４に電気接続したヒューズ素子２５と、このヒューズ素子２５
の上部を覆ったキャップ状蓋体２６とを備え、ヒューズ素子２５は、１８３℃以上２８０
℃未満の接合作業温度において溶融しない第１の融点温度を有する可融性金属からなる少
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なくとも１つの高融点ベース材２１と、該接合作業温度において溶融可能な第２の融点温
度を有する可融性金属からなる少なくとも１つの低融点被覆材２２とを積層して成る複合
金属材を用いたことを特徴とする。この保護素子の絶縁基板２３は、耐熱性の絶縁基板、
例えば、ガラスエポキシ基板、ＢＴ（Ｂｉｓｍａｌｅｉｍｉｄｅ　Ｔｒｉａｚｉｎｅ）基
板、テフロン（登録商標）基板、セラミックス基板、ガラス基板などからなり、該絶縁基
板２３の片面に必要に応じて抵抗発熱素子を設けてもよい。該抵抗発熱素子は必要に応じ
て絶縁コーティングを施す。前記キャップ状蓋体２６は、絶縁基板２３およびヒューズ素
子２５の上部を覆って所望のキャビティ空間を保持できればよく、形状、材質を制限する
ものではないが、例えば、キャップ状蓋体２６には、ドーム状樹脂フイルム材、プラスチ
ック材、セラミック材などが好適に利用できる。
【実施例】
【００１７】
　本発明に係る実施例１の保護素子用ヒューズ素子１０は、図１（ａ）に示すように、第
１の融点温度が２８０～２９０℃の８７Ｐｂ－１３Ｓｎ合金板からなる厚さ９０μｍの高
融点ベース材１１と、第２の融点温度が２２０℃のＳｎ－３Ａｇ－０．５Ｃｕ合金板から
なる厚さ１０μｍの低融点被覆材１２とをクラッドにより張り合わせた複合金属材で構成
される。
【００１８】
　本発明に係る実施例２の保護素子用ヒューズ素子２０は、図１（ｂ）に示すように、２
８０～２９０℃の第１の融点温度を有する厚さ９０μｍの８７Ｐｂ－１３Ｓｎ合金板から
なる高融点ベース材１１の上下面に、２２７℃の第２の融点温度を有する厚さ５μｍのＳ
ｎ－０．７Ｃｕ合金材からなる低融点被覆材１２を電気めっきにより設けた三層複合金属
材で構成される。ヒューズ素子２０は、高融点ベース材１１の上下面に低融点被覆材１２
を設けることで表裏の方向性が無く、回路保護素子の組立工程おいてヒューズ素子板の誤
載置を防止することができる。
【００１９】
　本発明に係る実施例３の保護素子用ヒューズ素子３０は、図１（ｃ）に示すように、２
８０～２９０℃の第１の融点温度を有する直径２８０μｍの８７Ｐｂ－１３Ｓｎ合金から
なる高融点ベース材１１の芯材の外周表面に、２２１℃の第２の融点温度を有する厚さ１
０μｍのＳｎ－３．５Ａｇ合金材からなる低融点被覆材１２を、被覆伸線により圧着させ
た複合金属材で構成される。特に図示しないが、棒状の該ヒューズ素子３０をさらに板状
に圧延して用いてもよい。また、ヒューズ素子の直径が３００μｍを超える場合でもヒュ
ーズ素子の直径に対して低融点被覆材１２の厚みを１％以上２０％以下になるように棒状
ヒューズ素子３０を成形し、これを厚さ３００μｍ以下の板状に圧延して用いることがで
きる。
【００２０】
　実施例１ないし実施例３の保護素子用ヒューズ素子は、それぞれ、図２に示すようなア
ルミナ・セラミックスの絶縁基板２３の表面に設けたＡｇ合金パターン電極２４に接合さ
れて、以下に示す実施例４または実施例５の回路保護素子を形成する。該ヒューズ素子は
、予め接合フラックスを塗布した絶縁基板のパターン電極とヒューズ素子の低融点被覆材
とを互いに接触させて絶縁基板に載置され、温度プロファイルを余熱温度１８０～１９０
℃で滞留時間４５秒、２２５℃以上の滞留時間３０秒ピーク温度２３５℃に設定したリフ
ロー炉に通し低融点被覆材を溶融させることによりパターン電極に一括接合した後、接合
したヒューズ素子に溶断フラックスを塗布し、絶縁基板上のヒューズ素子を耐熱プラスチ
ック製のキャップ状蓋体で覆って、キャップ状蓋体と絶縁基板とをエポキシ系樹脂で固定
して回路保護素子とする。
【００２１】
　本発明に係る実施例４の回路保護素子は、前記実施例１ないし実施例３の何れかの保護
素子用ヒューズ素子を利用した回路保護素子であり、図３に示すように、アルミナ・セラ
ミックスの絶縁基板３３と、この絶縁基板３３の上下面に設けた複数のＡｇ合金製パター
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ン電極３４と、該パターン電極３４と電気接続され該絶縁基板３３の下面に設けた抵抗発
熱素子３８と、該絶縁基板３３の上面のパターン電極３４に電気接続したヒューズ素子３
５と、このヒューズ素子３５の上部を覆って該絶縁基板に固着した液晶ポリマー製のキャ
ップ状蓋体３６とを備え、ヒューズ素子３５は、１８３℃以上ピーク温度２８０℃未満の
リフロー温度において溶融しない第１の融点温度を有する可融性金属からなる少なくとも
１つの高融点ベース材３１と、該リフロー温度において溶融可能な第２の融点温度を有す
る可融性金属からなる少なくとも１つの低融点被覆材３２とを積層した複合金属材からな
り、パターン電極３４は、基板上下面のパターン電極３４を電気接続するＡｇ合金のハー
フ・スルーホール３７を有する。特に図示しないが、実施例４の抵抗発熱素子の表面はガ
ラス材のオーバーグレーズを施している。
【００２２】
　本発明に係る実施例５の回路保護素子は、前述の実施例４の回路保護素子を変形したも
ので、前記実施例１ないし実施例３の何れかの保護素子用ヒューズ素子を利用した回路保
護素子である。図４に示すように、アルミナ・セラミックスの絶縁基板４３と、この絶縁
基板４３の上下面に設けた複数のＡｇ合金製パターン電極４４と、該パターン電極４４と
電気接続され該絶縁基板４３の上面に設けた抵抗発熱素子４８と、この抵抗発熱素子４８
に当接して該絶縁基板４３の上面のパターン電極４４に電気接続したヒューズ素子４５と
、このヒューズ素子４５の上部を覆って該絶縁基板４３に固着した液晶ポリマー製のキャ
ップ状蓋体４６とを備え、ヒューズ素子４５は、１８３℃以上ピーク温度２８０℃未満の
リフロー温度において溶融しない第１の融点温度を有する可融性金属からなる少なくとも
１つの高融点ベース材４１と、該リフロー温度において溶融可能な第２の融点温度を有す
る可融性金属からなる少なくとも１つの低融点被覆材４２とを積層した複合金属材からな
り、パターン電極４４は、基板上下面のパターン電極４４を電気接続するＡｇ合金のハー
フ・スルーホール４７を有する。特に図示しないが、実施例５の抵抗発熱素子の表面はガ
ラス材のオーバーグレーズを施している。
【００２３】
　なお、実施例４および実施例５の回路保護素子は、絶縁基板上下面のパターン電極を電
気接続する配線手段は、ハーフ・スルーホールに替えて該基板を貫通した導体スルーホー
ルや、平面電極パターンによる表面配線に変更してもよい。
【００２４】
　次に、表１に本発明に係る実施例の回路保護素子と比較例の回路保護素子の内部抵抗値
および溶断時間を比較した結果を示す。供試回路保護素子は、室温２５℃で内部抵抗値（
搭載後のヒューズ素子の抵抗値）と発熱抵抗値（発熱抵抗素子の抵抗値）を測定電流１０
０ｍＡで四端子法を用いて測定し、次に各回路保護素子の抵抗発熱素子に１０Ｗ印加して
ヒューズ素子が動作するまでの時間を測定し両者を比較した。実施例と比較例のヒューズ
素子は共に２．０ｍｍ×２．４ｍｍ角のものを適用し、実施例には、実施例１の保護素子
用ヒューズ素子１０を搭載した実施例４の回路保護素子を用い、比較例には、厚さ１００
μｍの８７Ｐｂ－１３Ｓｎ合金板のみからなる従来のヒューズ素子を実施例４と同じ絶縁
基板にレーザー溶接機で接合した回路保護素子を用いた。実施例の保護素子は、内部抵抗
値が比較例より小さい値を示し電力損失を低減できるようになっている。また、実施例の
保護素子は、動作時間についても接合面積を広く取ることで熱伝導性が改善され、比較例
より動作するまでの時間が短縮され動作性能が向上しているのが分かる。
【００２５】
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【表１】

【産業上の利用可能性】
【００２６】
　本発明の複合金属材からなる保護素子用ヒューズ素子は、リフローなど全体加熱溶融に
より回路保護素子に組込み搭載できる。さらに、該ヒューズ素子を用いた本発明の回路保
護素子は、他の表面実装部品と共に再びリフロー・ソルダリングにより電気回路基板には
んだ付け実装されて、電池パックなど２次電池の保護装置に利用できる。
【符号の説明】
【００２７】
１０、２０、３０・・・保護素子用ヒューズ素子、
１１、２１、３１、４１・・・高融点ベース材、
１２、２２、３２，４２・・・低融点被覆材、
２３、３３、４３・・・絶縁基板、
２４、３４、４４・・・パターン電極、
２５、３５、４５・・・ヒューズ素子（ヒューズエレメント）、
２６、３６、４６・・・キャップ状蓋体、
２７、３７、４７・・・ハーフ・スルーホール、
３８、４８・・・抵抗発熱素子。
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